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 号  外  

   目      次  
    
   条  例 

 ○富山県議会委員会条例の一部を改正する条例                 １ 

   告  示 

 ○道路の区域変更                              ２ 

 ○道路の供用開始                              ４ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

条      例 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定め、公布する。 

  平成27年３月18日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県条例第42号 

   富山県議会委員会条例の一部を改正する条例 

 富山県議会委員会条例（昭和31年富山県条例第37号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第16条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法 

 律第76号）附則第２条第１項の場合においては、この条例による改正後の第16条 

 の規定は適用せず、この条例による改正前の第16条の規定は、なおその効力を有 

 する。 

                             （議・議事課）  

毎週月.水.金曜日発行 
平成27年３月18日 

水 曜 日 
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告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第113号 

      道路の区域変更について 

 道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定に基づき道路の区域を次の 

とおり変更したので、同項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月18日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成27年３月18日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メートル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
古鹿熊滑川線 

滑川市辰野 122番から 
 
滑川市辰野 120番１まで 

変更前  

 
最大 32.7 

 
最小 20.4 

 

37.6 

新川土木 
センター 

変更後  

 
最大 34.6 

 
最小 30.1 

 

37.6 

県道 
石垣魚津イン
ター線 

魚津市石垣村字柳坪1605番
７から 
 
魚津市石垣村字七口1710番
８まで 

変更前  

 
最大 27.0 

 
最小  6.7 

 

271.0 

新川土木 
センター 

変更後  

 
最大 30.8 

 
最小  12.0 

 

271.0 

県道 
 
金山古黒部線 

下新川郡朝日町舟川新字舟
川 298番２から 
 
下新川郡入善町古黒部3388
番まで 

変更前 

Ａ 

 
最大 13.8 

 
最小  6.0 

 

1196.0 

新川土木 
センター 
入善土木 
事務所 

Ｂ 

 
最大 35.2 

 
最小 12.5 

 

1128.0 

変更後 Ｂ 

 
最大 35.2 

 
最小 12.5 

 

1128.0 
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県道 
 
入善朝日線 

下新川郡朝日町草野字西川
原 935番８から 
 
下新川郡朝日町草野字玉屋
637番４まで 

変更前  

 
最大 44.8 

 
最小  9.9 

 

171.0 
新川土木 
センター 
入善土木 
事務所 

変更後  

 
最大 42.0 

 
最小  9.9 

 

171.0 

県道 
 
東老田白石線 

富山市東老田81番３地先か
ら 
 
富山市東老田50番２地先ま
で 

変更前  

 
最大   8.9 

 
最小  8.6 

 

256.2 

富山土木 
センター 

変更後  

 
最大   9.6 

 
最小  9.3 

 

256.2 

県道 
 
富山八尾線 

富山市八尾町大杉字下一番
94番１地先から 
 
富山市八尾町黒田字天神林
5449番５地先まで 

変更前  

 
最大  14.8 

 
最小  7.0 

 

81.1 

富山土木 
センター 

変更後  

 
最大  14.8 

 
最小  9.4 

 

81.1 

県道 
 
松木鷲塚線 

射水市沖 103番１地先から 
 
射水市沖88番１地先まで 

変更前  

 
最大  17.4 

 
最小  8.7 

 

96.0 

高岡土木 
センター 

変更後  

 
最大  27.5 

 
最小  8.7 

 

96.0 

県道 
 
松木鷲塚線 

射水市松木 203番１地先か
ら 
 
射水市松木 201番地先まで 

変更前  

 
最大  12.5 

 
最小  8.5 

 

14.8 

高岡土木 
センター 

変更後  

 
最大   8.5 

 
最小  8.5 

 

14.8 

県道 
 
八町大門線 

射水市北高木 541番１地先
から 
 
射水市北高木 597番地先ま
で 

変更前  

 
最大  53.2 

 
最小  9.2 

 

414.5 

高岡土木 
センター 

変更後  

 
最大  52.6 

 
最小  8.6 

 

414.5 

  



  4  平成 27年３月 18日    富 山 県 報         号  外   

 

 

県道 
小矢部伏木港
線 

高岡市福岡町下向田44番２
地先から 
 
高岡市福岡町下向田44番１
地先まで 

変更前  

 
最大  36.0 

 
最小  8.8 

 

75.0 

高岡土木 
センター 

変更後  

 
最大  38.1 

 
最小 10.8 

 

75.0 

 

 

富山県告示第114号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月18日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成27年３月18日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
古鹿熊滑川線 

滑川市辰野 122番から 
 
滑川市辰野 120番１まで 

 
 

平成27年３月18日 
 
 

新川土木 
センター 

県道 
 
東老田白石線 

富山市東老田81番３地先から 
 
富山市東老田50番２地先まで 

 
 

平成27年３月18日 
 
 

富山土木 
センター 

県道 
 
富山八尾線 

富山市八尾町大杉字下一番94番１地先
から 
富山市八尾町黒田字天神林5449番５地
先まで 

 
 

平成27年３月18日 
 
 

富山土木 
センター 

県道 
 
松木鷲塚線 

射水市沖 103番１地先から 
 
射水市沖88番１地先まで 

 
 

平成27年３月18日 
 
 

高岡土木 
センター 

県道 
小矢部伏木港
線 

高岡市福岡町下向田44番２地先から 
 
高岡市福岡町下向田44番１地先まで 

 
 

平成27年３月18日 
 
 

高岡土木 
センター 

 
  平成27年３月18日印刷発行       発 行  富    山    県   


